
屋根が崩落した家屋

植物に覆われた家屋

倒壊のおそれがあるブロック塀

　
町
内
に
点
在
す
る
空
き
家
の
現
状
を
把
握
す
る
た
め
、
７
月
１
日
に
現
地
調
査
、

７
月
28
日
に
空
き
家
問
題
に
取
り
組
む
担
当
課
（
地
域
振
興
課
）
の
事
務
調
査
を

行
い
ま
し
た
。

 

現
地
調
査
に
お
い
て

　
現
在
、
町
で
把
握
し
て
い
る
空
き

家
38

軒
の
う
ち
、
特
に
家
屋
の
損
傷

が
ひ
ど
く
、
近
隣
に
影
響
を
及
ぼ
す

恐
れ
が
高
い
物
件
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
家
屋
の
形
状
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
中
、

長
屋
建
て
住
宅
は
、
空
き
家
と
住
居

が
屋
根
つ
づ
き
で
隣
接
し
、
空
き
家

側
の
歪ゆ

が

み
や
雨あ

ま

漏も

り
な
ど
、
住
居
側

に
老
朽
化
が
侵
食
し
て
い
る
状
況
が

見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
早
急
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
上
、

瓦
か
わ
ら

の
飛
散
、
倒
壊
の
危
険
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
台
風
な
ど
自
然
災
害
に
よ

る
二
次
的
被
害
も
危き

惧ぐ

さ
れ
ま
す
。

 

事
務
調
査
に
お
い
て

　
こ
れ
ま
で
、
町
と
し
て
、
地
元
行

政
区
の
協
力
に
よ
り
、
空
き
家
の
実

態
把
握
、
ま
た
所
有
者
に
対
す
る
管

理
徹
底
の
通
知
、
指
導
を
実
施
し
て

き
た
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
所
有
者
不
明
の
案
件
や

所
有
者
の
財
政
的
負
担
が
要
因
で
、

な
か
な
か
解
決
に
至
ら
な
い
の
が
現

状
の
よ
う
で
す
。

 

協
議
会
を
設
置

　
令
和
元
年
12

月
議
会
で
は
、
空
家

等
対
策
計
画
の
作
成
や
適
正
な
管
理

に
関
す
る
措
置
を
検
討
す
る
た
め
、

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
基
づ
き
、
須
恵
町
空
家
等

対
策
協
議
会
条
例
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。
条
例
に
よ
り
、
議
員
を
含
む
協

空
き
家
の
現
状
を
調
査

議
会
が
設
置
さ
れ
、
さ
っ
そ
く
対
策

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
本
年
７
月
お
よ
び
８
月
に 

開
か
れ
た
臨
時
会
で
は
、
近
隣
に
影 

響
を
及
ぼ
し
、
さ
ら
に
被
害
が
拡
大

す
る
恐
れ
が
高
く
、
所
有
者
に
よ
る 

管
理
が
で
き
な
い
空
き
家
に
対
し
、

無
償
で
当
該
土
地
の
寄
附
を
受
け
、

解
体
手
続
き
に
踏
み
切
る
た
め
の
財

産
の
取
得
議
案
、
ま
た
そ
れ
に
と
も

な
う
解
体
予
算
が
提
出
さ
れ
、
可
決

し
ま
し
た
。

　
町
と
し
て
、
長
引
く
空
き
家
問
題

を
解
決
し
、
住
民
の
安
心
安
全
と
い

う
ゴ
ー
ル
に
向
か
う
た
め
ス
タ
ー
ト

を
き
り
、
一
歩
ず
つ
進
み
始
め
て
い

ま
す
。

　
町
内
に
は
、
こ
の
よ
う
な
空
き
家

が
ま
だ
ま
だ
存
在
し
ま
す
。
個
々
の

空
き
家
に
対
し
、
状
況
に
応
じ
た
対

応
を
進
め
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ

り
、
重
ね
て
町
内
全
域
を
見
据
え
た

計
画
的
な
政
策
が
必
要
だ
と
感
じ
ま

す
。 

委
員
会
と
し
て

　
町
の
空
家
等
対
策
協
議
会
が
進
め

る
施
策
が
、
よ
り
よ
い
も
の
と
な
る

よ
う
知
恵
を
出
し
、
支
援
し
て
い
く

た
め
、
さ
ら
に
調
査
を
進
め
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
現
場
の
最
前
線
で
、
様
々
な
対
応

に
苦
慮
さ
れ
て
い
る
担
当
課
の
頑
張

り
に
エ
ー
ル
を
送
り
ま
す
。
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須
恵
町
で
は
、
学
童
保
育
所
を
保
護
者
会
に
委
託
し
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
転
入
者
の
増
加
や
働
く
女
性
が
増
え
、
学
童
保
育
所
に
入
所
を
希
望
す
る
児
童

が
増
加
し
て
い
ま
す
。
学
童
保
育
所
の
現
状
把
握
の
た
め
、
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
須
恵
町
は
、
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
３
年
連
続
で
、
高
医
療
費

市
町
村
と
不
名
誉
な
指
定
を
受
け
て
お
り
、
国
保
の
現
状
把
握
の
た
め
調
査
を
行

い
ま
し
た
。

 

現
状

　
令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
の
入
所

児
童
数
お
よ
び
令
和
２
年
度
委
託
料

　
第
一
小
学
童
　
　
　
88
名

　
　
委
託
料
５
８
３
万
４
４
０
０
円

　
第
二
小
学
童
　
１
２
６
名

　
　
委
託
料
６
４
７
万
７
２
０
０
円

　
第
三
小
学
童
　
　
　
54
名

　
　
委
託
料
３
０
４
万
７
２
０
０
円

※ 

委
託
料
は
、
人
数
割
や
均
等
割
、

土
曜
日
開
所
加
算
な
ど
で
計
算
さ

れ
ま
す
。

 

課
題

❶ 

第
二
小
学
童
に
お
い
て
、
来
年
度

よ
り
待
機
児
童
が
出
る
可
能
性
が

高
い
の
で
、
待
機
が
出
な
い
よ
う

な
対
策
（
環
境
整
備
）
の
検
討

❷ 

同
じ
須
恵
町
の
児
童
が
、
住
ん
で

い
る
校
区
に
よ
り
保
育
条
件
が
違

う
。
町
が
委
託
料
を
払
っ
て
い
る

の
で
、
保
育
時
間
（
延
長
保
育
を

含
む
）
、
利
用
料
（
入
会
金
、
月

利
用
料
、
延
長
利
用
料
）
、
指
導

員
賃
金
な
ど
に
つ
い
て
足
並
み
を

揃
え
る
検
討

❸
民
間
委
託
の
検
討

❹ 

避
難
訓
練
実
施
の
検
討
（
現
在
は
、

第
一
小
学
童
の
み
実
施
）

な
ど
が
、
今
後
の
課
題
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

 

調
査
内
容

❶ 

国
保
制
度
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に

よ
る
、
県
と
町
の
役
割
分
担

❷
医
療
費
の
推
移

❸ 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
国
保
へ

の
影
響
、
な
ど

 

調
査
を
終
え
て

　
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
よ
り
病
院
の

受
診
者
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
や
、

高
額
医
療
費
の
対
象
被
保
険
者
が
社

会
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
に
移
行

し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
国
保
の
医

療
費
は
減
少
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

１
人
あ
た
り
の
医
療

費
は
ま
だ
ま
だ
増
加

傾
向
に
あ
り
ま
す
。

今
後
も
、
健
康
づ
く

り
事
業
・
医
療
費
の

適
正
化
・
医
療
費
削

減
の
更
な
る
取
り
組

み
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

 

調
査
を
終
え
て

　
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
第
二
の
我

が
家
で
あ
る
学
童
保
育
所
が
、
安
心

安
全
な
居
場
所
と
な
る
よ
う
に
、
須

恵
町
の
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
基
本

的
な
条
件
で
同
じ
サ
ー
ビ
ス
が
受
け

ら
れ
る
よ
う
な
条
件
の
整
備
、
入
所

者
増
加
に
よ
る
待
機
児
童
対
策
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

学
童
保
育
所
の
現
状
を
調
査

国
民
健
康
保
険
の
現
状
を
調
査

７月22日

（水）

各学童保育所の運営状況

第一学童保育所 第二学童保育所 第三学童保育所

保
育
時
間

平日
放課後～ 17：00（夏期）
放課後～ 16：30（冬期）

放課後～ 17：30 放課後～ 17：30

土曜日・長期休暇
8：30 ～ 17：00（夏期）
8：30 ～ 16：30（冬期）

8：30 ～ 17：30 8：30 ～ 17：30

延長保育時間 18：00まで 18：30まで 18：30まで（土曜日は延長なし）

利
　
用
　
料

入会金 2,000円 1,000円 3,000円

利用料（月）
※おやつ代含む

5,000円 5,000円 6,000円

延長利用料（月） 3,000円 3,000円
18：00まで延長 2,000円
18：30まで延長 4,000円

延長利用料（臨時） １回 500円 １時間 200円 30分 250円

その他 － － 土曜保育料 １回1,000円
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